
こどもの権利保障・促進事業支援等業務委託 提案審査基準 

 

（趣旨） 

第１ この基準は、市が実施する公募型プロポーザル（こどもの権利保障・促進事業支援等

業務委託）による応募者から委託候補者を選定するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委託候補者の選考） 

第２  プレゼンテーション審査により委託候補者を選考する。なお、応募者が１者だった

場合、子ども未来部長が書類による審査が可能である判断した場合は、書類審査に代える

場合がある。また、応募者が３者を超える場合は提出された書類による事前審査を行い、

プレゼンテーション審査を実施する３者を選考する。 

 

（審査員） 

第３ 応募者の中から委託候補者を選定するため、次のとおり審査員を置く。 

 (1) プレゼンテーション審査に係る審査員（書類審査に代えた場合も同様とする。） 

子ども未来部次長、子ども青少年課長、こども家庭センター所長 

 (2) 事前審査に係る審査員 

  子ども青少年課長、子ども青少年課企画係長、こども相談室長 

 

（審査の基準） 

第４ 審査の基準は、事業に係る提案額が、市が定める上限額を超えないこととし、次の各

号に掲げる基準によるものとする。 

(1) 企画提案の内容（運営方針、各項目の取組により期待できる効果） 

(2) 事業遂行能力 

(3) 提案事業の経費積算の妥当性 

(4) その他（加点要素） 

 

（審査の方法） 

第５ 審査は、第４に規定する基準に基づき定める「公募型プロポーザル評価表（以下「評

価表」という。）」に掲げる各審査項目について、提出された申請書類の内容審査により、

各審査員が評価点を付すことにより行うものとする。 

２ 各事業の評価表は、別紙のとおりとする。 

 

（委託候補事業者の決定） 

第６ 第５の審査の結果から、審査員ごとに順位点（１位を３点、２位を２点、３位を１点）

を付し、順位点の合計が最も高い応募者を委託候補者とする。 

２ 前項の場合において、順位点の合計が最も高い応募者が２者以上あったときは、審査員

の協議により、委託候補者を決定するものとする。  

３ 委託候補者が辞退した場合は、順位点の合計が２番目に高い応募者を委託候補者とす

る。また、この者が辞退した場合は、順位点の合計が３番目に高い応募者を委託候補者と

する。 

４ 前項の場合において、順位点の合計が２番目に高い応募者が２者以上あったときは、審

査員の協議により、委託候補者を決定するものとする。 



５ ただし、審査員の合計点数が 100分の 60に満たない者は、委託候補者としないものと

する。 

 

（選定結果等の公表） 

第７ 選定結果は提案事業の応募者全員に通知するとともに、公表する。ただし、公にする

ことにより、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項は

公表しないものとする。 

 

公募型プロポーザル評価表（調整中） 

評価項目 評価ポイント 配点 

企画提案内容 

（配点 70点） 

運営方針等 事業の目的を理解し、本市のこども施策を推

進することができる内容となっているか。 

10 

分野横断的なネッ

トワーク形成 

こどもが抱える悩みを解決するためのネッ

トワーク形成を目指したプラットフォーム

運営が期待できるか。 

15 

こどもの意見表明

の機会確保 

(1) こどもが意見表明しやすい場づくりと

なっているか。 

(2) 周知啓発ツールの作成について、こども

の意見、専門性、デザイン性が確保でき

ていることが期待できるか。 

15 

いじめ等を未然に

防止する取組 

(1) 出前講座の企画運営にあたり、専門性や

継続性が確保されているか。 

(2) 講演会の企画運営に集客が期待できるか。 

15 

こどもの権利救済

に係る調査研究 

地方公共団体におけるこどもの権利救済機

関に係る調査・事例収集方法が適切か。 

15 

事業遂行能力 

（配点 20点） 

業務実施体制等 円滑な業務の遂行が人材の配置がなされて

いるか。 

10 

業務実績 本業務と同種または類似の業務実績は十分

か。 

５ 

経費積算の 

妥当性 

（配点 10点） 

予算額 予算額は適切に積算されているか。 ５ 

その他 

（配点 10点） 

自由提案、特筆事

項 

自由提案のほか、特筆すべき提案事項がある

か。 

10 

  合  計 100 

※採点はその他以外の各項目以下のとおりとする。 

 ５点 特に優れている ４点 優れている  ３点 普通 

２点 やや不十分   １点 不十分  

※その他の項目は 

５点 自由提案及び特筆すべき事項がある 

４点 自由提案又は特筆すべき提案事項がある 

３点 自由提案も特筆すべき提案事項もない 


